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用語集

＜あ行＞
●赤ちゃんの駅
乳幼児を育てる方が、外出の際、おむつ替えや授乳などを気軽に行えるように、一部の公共・民間施設内におむつ替えや、授乳ができるよう設置されたスペースです。

●移動等円滑化
高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいいます。
（バリアフリー法　第二条二　より）

●移動等円滑化促進地区
地域の面的なバリアフリー化を関係者と一体となって推進するために設定する地区をいいます。
多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲で、施設の分布状況、隣接駅との関係、土地利用・地域のまとまりなどを勘案して設定します。
（詳細は49ページに掲載）

●インクルーシブ
高齢者や障害のある方、性別や人種、多様な価値観など様々な背景がある方があらゆる分野において社会から分け隔てられることなく生活できる社会を指します。

●インクルーシブパーク
１つの公園で、障害のある子もない子もみんな一緒に遊べる公園のことです。

●ウェブアクセシビリティ
高齢者や障害のある方を含め、誰もがホームページ等で提供される情報やサービスを支障なく利用できること、またその到達度のことをいいます。

●エスコートゾーン
視覚障害者用道路横断帯。視覚障害者が安全に横断歩道を渡れるよう、横断歩道の中央部に視覚障害者が認知できる突起物を敷設し、横断歩道内を安全にまっすぐ進めるようにするものをいいます。
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●SDGs
持続可能な開発目標（サステナブル・デベロップメント・ゴールズ）の頭文字をとったもの。平成13（2001）年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、平成27（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されている「2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標」です。
17のゴール・169のターゲットから構成され、現在、多くの国や企業、団体が積極的に取り組んでいます。

●音響式信号機
視覚障害者が安全に横断できるように、歩行者用信号が青のタイミングで横断歩道の両端から音響（「ピヨピヨ」「カッコー」など）を鳴動させ、誘導を行うものです。音響式信号機のうち「音響用押ボタン」を押すことで、誘導音が鳴動するものもあります。

＜か行＞
●交通バリアフリー法
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の通称名。
（詳細は73ページに記載）

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）（平成18年６月21日公布、同年12月20日施行）
　高齢者、障碍者等の移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、ハートビル法を統合。拡充し、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー施策を推進する法律です。

（73ページ目）

●高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）（平成６年６月29日公布、同年９月28日施行）※
デパートやスーパーマーケット、ホテルなど、不特定多数の者が利用する建築物を特定建築物とし、その建築主は建物の出入口や階段、トイレなどに、高齢者や身体障害者等などが円滑に利用できるような措置を講じるように努めなければならないこととした法律です。
不特定でなくとも多数の者が利用する学校や事務所、共同住宅などを特定建築物としました。また、特別特定建築物の建築をする場合等に利用円滑化基準への適合が義務付けられました。

●高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）（平成12年５月17日公布、同年11月15日施行）※
駅などの旅客施設や車両等を新たに建設、導入する場合等に移動円滑化基準への適合が義務付けられました。
区市町村が、駅とその周辺の道路、信号機などを一体的にバリアフリー化するための仕組み（基本構想制度）が設けられた法律です。

[bookmark: _GoBack]※ハートビル法及び交通バリアフリー法は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」の施工（平成18年12月20日）に伴い廃止されました。

●心のバリアフリー
様々な心身の特性や考え方を理解し、全ての方が理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う社会を目指すことをいいます。
心のバリアフリーの推進のためには、誰もが様々な立場の方の状況や「障害の社会モデル」を理解したうえで、障害のある方等から何らかの配慮を求められた時には、支援や周囲への声かけ等の合理的配慮を行うことが必要です。
（詳細は44ページからのコラムに掲載）

＜さ行＞
●視覚障害者誘導用ブロック
視覚障害者を安全に誘導するために床面、路面等に敷設されている、点状または線状の突起をもったブロックのことをいいます。
誘導ブロック（線状ブロック）は進行方向を示し、警告ブロック（点状ブロック）は危険箇所や誘導対象施設等の位置を示します。
警告ブロックにはホーム側と線路側を判別できるような内包線ブロックもあります。

●施設管理者
公共施設及び民間施設を管理する建築主等のことをいいます。
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●重点整備地区
バリアフリー基本構想において設定する、以下の３つの要件に該当する地区のことをいいます。
イ　生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区であること。
ロ　生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のための事業が実施されることが特に必要であると認められる地区であること。
ハ　当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。
（バリアフリー法　第二条二十四のイからハより）

●スパイラルアップ
スパイラルアップとは、物事に取り組むに当たって、事前の検討段階から事後の評価の段階に至るまで当事者が積極的に参加しながら、取組の段階的かつ改善（PDCA［＝計画（プラン）→実行（ドゥー）→検証（チェック）→改善（アクション）の流れを、次の計画に活かしていくプロセス］）を行うことをいいます。
「バリアフリー社会」の実現のためには、スパイラルアップの考え方が重要と考えられています。

●生活関連経路
生活関連施設相互間の経路をいいます。
（バリアフリー法　第二条二十三のイより、詳細は54ページに掲載）

●生活関連施設
高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいいます。
（バリアフリー法　第二条二十三のイより、詳細は51ページに掲載）

＜た行＞
●東京都福祉のまちづくり条例
東京都が制定したこの条例は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障害がある方を含めた全ての方が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とし、施設の整備基準や建築物における整備項目を定めています。

●特定事業
バリアフリー基本構想における生活関連施設・生活関連経路、特定車両等の施設のバリアフリー化を具体化するために設定する事業のことをいいます。
特定事業は、各事業者による事業計画の作成とこれに基づく事業実施の義務が課せられます。
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＜な行＞
●ノンステップバス
地上面から床面までの高さがおおむね30cm以下に設定された、移動等円滑化基準に適合するバスのことをいいます。
ノンステップバスは、エアサスペンション（空気バネ）を採用する事により乗降時に車高を下げて歩道との段差を少なくする「ニーリング機能」が装備されています。

＜は行＞
●ハートビル法
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の通称名。
（詳細は73ページに記載）

●バスロケーションシステム
GPS等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停留所の表示板やスマートフォンなどを通してバスの運行情報を提供するシステムです。

●バリアフリー
障害のある方が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去することです。

●バリアフリー基本構想
区市町村は、基本方針（移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。）に基づき、単独で又は共同して、当該区市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想を作成するよう努めるものとした制度のことをいいます。
（バリアフリー法　第二十五より）
バリアフリー基本構想には重点整備地区、生活関連施設および生活関連経路、特定事業等に関する事項を明示すべきとされています。

●バリアフリートイレ
その人の持つ特性や性別、年齢などにかかわらず、あらゆる方が気兼ねなく利用できるように設計されたトイレのことをいいます。
バリアフリートイレにはユニバーサルデザインの考え方に基づいて、引き戸式の扉と開閉ボタン、手すり、オストメイトに対応した汚物流し台・シャワー設備、ベビーチェア、おむつ替えシート・ユニバーサルシート（介助用ベッド）、着替え台などが状況に応じて設置されています。

●バリアフリー法
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称名。
（詳細は72ページに記載）
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●バリアフリーマップ
全ての方が平等に設備やサービスを利用できるように、トイレ、エレベーター、視覚障害者誘導用ブロックなどのバリアフリー設備を対象に、バリアフリー設備の内容や位置、経路情報などを地図上にまとめたものをいいます。

●ヒアリングループマーク
補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘導コイルを利用できる施設や機器であることを示すマークのことをいいます。
このマークを掲示することによって、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムの存在を知らせ、利用を促します。

●ピクトグラム
情報や案内、注意を示すために表示される案内記号です。不特定多数の人々が利用する公共交通機関や公共施設、観光施設などで、文字や言語に依存せず、対象物や概念、状態に関する情報を提供する図形です。これは、視力が低下した高齢者や障害のある方、外国人観光客などにも理解しやすい情報提供手法として、日本を含む世界中の公共交通機関や観光施設などで広く使用されています。

●ヘルプカード
知的障害や内部障害のある方、難病の方が携帯し、日常生活や災害時に周囲の人に手助けを求めるための、葛飾区が作成・配布しているカードです。
このカードを提示することで、周囲に具体的な支援方法や緊急連絡先への連絡を求めることができます。

●ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障害のある方や難病の方、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲に配慮の必要性を知らせ、援助を得やすくするために東京都が作成したマークです。
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＜ま行＞
●耳マーク
聞こえが不自由であることを示すと同時に、聞こえない方や聞こえにくい方への配慮を表すマークです。
また、窓口などに掲示されている場合は、聴覚障害のある方に配慮した対応が可能であることを示しています。

＜や行＞
●ユニバーサルデザイン
あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方のことです。

●ユニバーサルデザインタクシー
健常者だけでなく、障害のある方、足腰の弱い高齢者、妊娠中の女性、ベビーカー使用者なども含め、誰もが使いやすい新しいタクシーのことをいいます。
誰もが利用できるユニバーサルデザイン構造になっており、車いす利用者はそのままでの乗車が可能な構造になっています。

＜ら行＞
●路外駐車場
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいいます。
（駐車場法第二条第二項より）

＜わ行＞
●ワークショップ
地域に関わる多様な立場の人々が参加し、コミュニティの諸課題をお互いに協力して解決し、更に快適なものにしていくために、各種の共同作業を通じて計画づくりなどを進めていく方法です。
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検討体制
促進方針を策定するに当たっては、専門的な知識を有する学識経験者をはじめ、高齢者・障害のある方等の団体、公募区民、公共交通事業者等で構成される葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会（以下「策定協議会」という。）を設置し、検討しました。
また、地域の課題や状況を把握するために、区内12地区のまち歩き調査を実施して、参加者のご意見を取りまとめて促進方針の策定に反映させました。
次頁に令和５年度および令和６年度のスケジュールを示します。

検討体制の関係図があります。葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会に付随して区民検討部会、事業者検討部会、庁内検討部会が設置されました。
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●策定経緯

本方針を策定するまでに開催された各会議やまち歩き調査、区議会報告についてのスケジュールが記載されています。令和５年度から令和６年度にかけて、策定協議会は全６回開催されました。
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●葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会
○設置要綱
（設置）
第１条　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号。以下「法」という。）第24条の２の規定に基づき、移動等円滑化の促進に関する方針（以下「移動等円滑化促進方針」という。）の策定を行うため、同法第24条の４の規定に基づき葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事項）
第２条　協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を葛飾区長（以下「区長」という。）に報告する。
（１）移動等円滑化促進方針の策定に関すること。
（２）その他バリアフリーの推進のため区長が必要であると認めた事項に関すること。

（委員の構成等）
第３条　協議会の委員は、別表に掲げる関係機関、団体等に属する者又は同表に掲げる職にある者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
２　委員及び第６条第２項の規定により協議会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

（任期）
第４条　委員の任期は、委嘱又は任命の日から葛飾区移動等円滑化促進方針策定の日までとする。

（会長及び副会長）
第５条　協議会に会長１名及び副会長１名を置く。
２　会長は、第３条第１号に規定する学識経験者のうちから、委員が選出する。
３　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は、会長が指名する。
５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
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（会議）
第６条　協議会の会議は、会長が招集する。
２　会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取し、委員以外の者から資料を求めることができる。

（事務局）
第７条　協議会の事務を処理するため、事務局を都市整備部調整課に置く。

（委任）
第８条　この要綱の施行について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
２　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

付則
（施行期日）
１　この要綱は、令和５年４月28日から施行する。
（葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会設置要綱の廃止）
２　この要綱は、葛飾区移動等円滑化促進方針が策定された日をもって、廃止する。
付則
この要綱は、令和５年８月１日から施行する。
付則
この要綱は、令和５年12月１日から施行する。
付則
この要綱は、令和６年10月４日から施行する。
付則
この要綱は、令和７年２月10日から施行する。
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●委員名簿：別表（第３条関係）
82ページから83ページに、葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会の委員名簿があります。

10
9
